
＜大学の教員組織の在り方について＞

現行制度

講 師

教授又は
助教授に
準ずる職
務に従事
する

講座制・学科目制を例示し、その
内容を詳細に規定

（講座制･学科目制に関する諸規定を削除して）

各教員の役割の分担及び連携の組織的な体制
の確保や責任の明確化についての規定を新設

大学設置
基準上の
教員組織

大学設置
基準上の
教員組織

主たる職務が教育研
究である職

主たる職務が教育研
究の補助である職

主たる職務が教育研
究か教育研究の補助
等か曖昧な職

囲いの中の色の意味

経 緯

所属組織の教育研究
の円滑な実施に必要
な業務を行う

助 手

講 師

教授又は
准教授に
準ずる職
務に従事
する

大学の判断により置くか
どうかを決めることがで
きる職

必ず置かなければなら
ない職

基本的には置かなけれ
ばならないが、教育研究
組織として適切な場合は
置かないことができる職

職を囲む線種の意味

○平成８年 大学審議会答申

助手の職務内容、名称の見直しを含
めた早期検討が必要

○平成１３年 （第二期）科学技術基本計画
【閣議決定】

助教授・助手の位置付けの見直しを図る

○平成１３年 中教審への文科大臣諮問

助教授・助手の位置付けをはじめ教員組
織の在り方について検討

○平成15年11月～平成17年１月

中教審の「大学の教員組織の在り方に関する検
討委員会」等で検討

新しい制度

○平成１７年１月

「我が国の高等教育の将来像」において答申

学校教育法上の職の
種類と職名･職務内容

教 授

准 教 授

助 教助 手

教授及び助教授の職務を助ける

教 授

学生を教授し、その
研究を指導し、又は
研究に従事する

助 教 授

教授の職務を助ける

学校教育法上の職の
種類と職名･職務内容

•准教授等へ
の昇格に当た
り厳正な審査
の実施
•期間を定め
た雇用(任期

制）や再審制
等の活用

各大学の判断により、例えば、主
任助手等の職を設けることや専門
性の高い職務を担う職との間で人
事交流を行うことも考えられる。

例えば、博士課程修了後、ＰＤを
経た者などを想定

＋
学生を教授し、
その研究を
指導し、又は
研究に従事
する

特に優れた
知識、能力
及び実績を
有する者

＋ （同 上）

優れた知識、
能力及び実
績を有する
者

＋ （同 上）

知識及び
能力を有
する者


